
（３）　原子力防災訓練
１　目的
　原子力災害の特殊性を考慮し、国と連携して、佐賀県、玄海町、関係周辺市の地
域防災計画（原子力災害対策編）等に基づき、防災業務関係者の防災対策の習熟
及び防災関係機関相互の連携協力体制の強化並びに地域住民の原子力防災意
識の向上を図る目的で実施しています。

２　参加機関（令和4年度）
　県、玄海町、関係周辺市、国、警察、消防、九州電力㈱などの防災関係機関に加
え、一般住民参加を得て実施しました。

３　訓練項目（令和4年度）

＜令和４年度　原子力防災訓練の様子＞

災害対策本部等設置運営訓練
（テレビ会議の様子）

（於：佐賀県庁（佐賀市））

空路避難訓練
（於：陸上自衛隊ヘリによる住民避難の様子）

（於：唐津市松島）

唐津市住民避難訓練
（避難所での住民への説明の様子）

（於：白石町有明公民館）

唐津市住民避難訓練
（避難所での受付の様子）
（於：佐賀市春日北小学校）

避難退域時検査訓練
（避難車両の除染の様子）

（於：佐賀競馬佐賀場外発売所）

救援物資搬送訓練
（救援物資の受入の様子）

（於：武雄市山内農村環境改善センター）
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（４）オフサイトセンター
１　目　的
　原子力災害発生時には、原子力事業者による応急対策、事故状況の把握・環境
放射線のモニタリング、原子力災害医療活動、避難住民に対する支援等様々な緊
急事態応急対策が必要であり、これらの対策に関係する国の行政機関、地方公共
団体、原子力事業所等の関係機関、専門家等様々な関係者が一体となって対応す
る必要があります。
　そのためには、これらの関係者が一堂に会して、情報を共有し、連携した応急対
策を講じていくことが必要であり、こうした原子力災害時における拠点となる施設
が「オフサイトセンター」です。

２　機　能
　国、佐賀県が現地災害対策本部を設置するとともに、玄海町、関係周辺市、九州
電力㈱、その他防災関係機関により、原子力災害合同対策協議会を組織し、次の
ような機能を果たします。
　・オフサイトセンター内の情報共有
　・各機関が実施する緊急事態応急対策の確認
　・緊急事態応急対策に係る関係機関の業務の調整
　・緊急事態対応方針の決定事項の各機関への連絡
　・各機能班からの緊急事態応急対策の実施状況の確認
　・緊急事態応急対策実施区域の拡張、縮小、緊急事態解除宣言等について国
　　の対策本部への提言
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